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令和３年度第７３回原子力規制委員会において、これまで
実施してきた施設定期検査の内容について、リスクマップと
の関係性を踏まえ、より軽重つけた検査方法に改善する必
要性が指摘された。

当該指摘を踏まえ、施設定期検査をより効果的に実施する
ため改善すべき内容について検討し、令和４年度１０１回監
視評価・検討会において、次の方針を報告した。

１．はじめに（１／２）
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○原子力規制庁は、東京電力が「長期保守管理計画」
※
の運用

を開始したことを踏まえ、東京電力に対し、バウンダリ機能が喪
失した際の影響が大きい設備を対象に、バウンダリ機能が維持
されているか否かの検査を取り入れることを求め、自らも施設
定期検査においても重点的に検査を実施する。

※：トラブル等の発生防止及び抑制のため、経年による放射性物質の閉じ込め機能
（バウンダリ機能）が喪失した際の人や環境への影響などを踏まえた設備の保守
管理の優先度を定め、それらの優先度から予防保全に重きを置いた東京電力が
定めた計画をいう。

○今年度は、バウンダリ機能の劣化に着目した検査の試行（以
下「試運用」という。）を実施し、その効果を確認・検証した上で、
来年度以降の施設定期検査の実施方法を検討する。

１．はじめに（2/2）



２．試運用について

(1) 東京電力は、溶融燃料に触れた水を扱う系統のうち、以下
の設備を選定し、バウンダリ機能の健全性確認として、分解点
検等を行った機器について、非破壊検査、漏えい検査等を取
り入れた事業者定期検査

※
を実施した。

・増設多核種除去設備：増設多核種除去設備用移送ポンプ(Ｂ)
・多核種除去設備（Ａ系統）：循環タンク

(2) 原子力規制庁は、東京電力が実施した保全及び事業者定期
検査について、検査項目を適切に設定し、必要な力量を有
する者が検査を行っているか、検査結果が適切に判定され
ているかなどについて、立会または記録を確認することに
より、バウンダリ機能の維持を確認していることを確認でき
たことから、施設定期検査に適用できると判断した。
※：施設管理の一環として事業者が定期に行う検査
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(1) 東京電力は、来年度より、バウンダリ機能が喪失した際の
影響が大きい設備として、溶融燃料に触れた水を扱う系統
が含まれる設備を抽出し、当該年度に予防保全として分解
点検等を行う機器を対象に、試運用を踏まえた検査方法に
より当該機器のバウンダリ機能の健全性について確認する
としている。

(2) 原子力規制庁は、来年度より、施設定期検査として、事業
者定期検査の検査項目の設定等を含め、バウンダリ機能
の健全性確認について、重点的に確認する。

3．今後の施設定期検査について（１/３）
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東京電力は、事業者定期検査において、以下の設備のポンプ、

弁、タンク及びこれらの機器との配管の取合部について目視検査及
び漏えい検査等を行い、これら機器のバウンダリ機能の健全性を確
認する。

・原子炉圧力容器・格納容器注水設備
・汚染水処理設備等
・放射性液体廃棄物処理施設及び関連施設
多核種除去設備
増設多核種除去設備
高性能多核種除去設備

・油処理装置

3．今後の施設定期検査について（２/３）
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3．今後の施設定期検査について（３/３）

東京電力より提供された面談資料より抜粋
URL:https://www2.nra.go.jp/data/000419415.pdf



４．今後の課題
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(1) 今後、バウンダリ機能の健全性確認検査の対象とす
る範囲については、引き続き検討していく。

(2)施設定期検査については、より効率的かつ実効性の
ある検査内容になるよう引き続き検討していく。



【参考】試運用の確認内容及び確認方法

（１）確認内容
○増設多核種除去設備：増設多核種除去設備用移送ポンプ(Ｂ)
・バウンダリを構成するケーシング、フランジ面等の目視確認
・締め付けトルク値の確認
・ポンプ耐圧部からの漏えい確認

○多核種除去設備（Ａ系統）：循環タンク
・タンク内面の目視確認
・タンクの溶接部の超音波探傷試験
・タンク耐圧部からの漏えい確認

（２）確認方法
東京電力が、対象機器に実施する保全及び事業者定期検査※に対して、
検査項目を適切に設定し、必要な力量を有する者が検査を行っている
か、検査結果が適切に判定されているかなどについて、立会または記
録を確認することにより、事業者定期検査が適切に行われ、バウンダ
リ機能の維持が確認されていることを確認する。
※：施設管理の一環として事業者が定期に行う検査

9



【参考】試運用の状況
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○増設多核種除去設備：増設多核種除去設備移送ポンプ（B）
保全（ポンプ分解点検によるケーシング等の目視及び組立後の締付けトル
ク値の確認）が、長期保守管理計画に基づき実施されていること、また、
工事仕様書、工事施工要領書、工事記録等により、管理された状態で実施
されていることを確認した。
また、事業者定期検査については、検査要領書、検査記録を確認し、検

査が適切に実施され、東京電力がバウンダリ機能の維持を確認しているこ
とを確認した。

○ 多核種除去設備（A系統）：循環タンク
保全(タンク内面の目視確認、溶接部の超音波探傷試験) の状況を立会に
より確認するとともに、長期保守管理計画に基づき実施されていること、
また、工事仕様書、工事施工要領書、工事記録等により、管理された状態
で実施されていることを確認した。
また、事業者定期検査については、漏えい検査に立会うとともに、検査
要領書、検査記録を確認し、検査が適切に実施され、東京電力がバウンダ
リの維持を確認していることを確認した。


